


【意  見】 
 

江差町には、各種の有形無形の重要文化財等が数多くある。国指定文化財 ２件、道

指定文化財１１件、町指定文化財 ３３件 合計４６件である。 
近年、歴史的な建造物や町並みを歴史的資産として捉え直して、現代の町づくりに活

かそうと取り組んでいる自治体が増加してきている。 
文化財はもともと地域住民の人々の財産として、保存伝承されることで、その価値が

多くの人々に理解され、地域住民の誇りとして継承されるものであることから、市民が

主体となった保存、伝承の取り組みが重要であると考える。 
 今後も、指定文化財の保存修理等の保護活動についても行政で実施するものはあるが、

町民参加型の保存伝承の取り組みを進め、持続可能な文化財保存、活用の体制を確立す

ることが重要であり、次の点に留意して推進すべきである。 
記 

１．歴史的建造物の保存、活用することの基本的な考え方について 
 ◆旧中村家住宅、旧檜山爾志郡役所の冬期間での開館活用を図ること。 
  ・平成２７年度末には、北海道新幹線がいよいよ開通となるが、この観光形態の変

化にいかに対応していくかで地域間格差が拡大するものと考える。 
・周辺町と連携を密に図るとともに、観光客を呼び込むためのひとつとして冬期間

の開館活用を積極的に図ること。 
 
 ◆文化財設置場所への案内看板・パンフレットを整備すること。 

・国、道以外の町指定文化財については、文化財の理解に加え観光振興の観点から

も、設置場所までの案内看板表示が少ないのでその案内板設置及び関係課と連携し

てその表示パンフレットの整備を図ること。 
 

２．歴史的建造物の計画的修繕計画の策定について 
◆旧中村家住宅、旧檜山爾志郡役所、旧関川家別荘においては、日常の管理を適正に

行い、一定のサイクルで修理を行うことが保存のために重要である。特に国及び道指

定等文化財の修理については、建造物の歴史や技法についての調査を踏まえ、文化財

保護法に基づき町、北海道、国と協議して修繕計画書を作成し、適切な修繕に努める

こと。 
 
３．歴史的建造物に触れる機会の創出について 
 ◆歴史的建造物は、地域の歴史を伝えるとともに魅力を高める貴重な財産であり、可

能な限り後世まで保存伝承していくことが我々の責務である。特に住民が貴重だと認

識する建物の維持管理については、所有者のみの問題でなく、住民や各種団体が一緒



になって持続的に支える仕組みづくりが必要と考える。そのためには、その建物を「大

切にしよう」、「残そう」という機運の醸成が必要であることから、ふれる機会の創出

（建物周辺清掃及びガイド等）に努めること。 
 
４．歴史的専門分野業務の推進について 
  ◆江差町教育員会で所蔵している歴史的資料は、展示している資料だけではなく、

旧檜山爾志郡役所の敷地内にある「古文書資料収蔵庫」で保管している古文書資料

や柏町にある「旧技専収蔵庫」に保管している民具資料、考古資料等、総数にして

10 万点を超えている。しかし、基本的な資料作業が遅々として進んでいない状況

が見受けられる。 
   町内の歴史的建造物とともに、これらの貴重な資料を整理保存して活用していく

ことが、地域の魅力向上の有効な手段であると考える。 
   そのため、職員の現状配置を見直し、専門分野業務が推進されるように努めるこ

と。 
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